
3. 生命の大切さ、 家庭の役割等についての 理解 

0 これから親となる 人が 皆 、 乳幼児期の子どもとぬれ あ ぅ 機会 ゆ 子どもや 
家庭の大切さを 考える機会を 持っことができるようにする。 

( 具体的施策 ) (= 後 5 年間の目標 ) 

WW@@t@W3@<M@@ すべての保育所、                         

において 受 入を推進 

保育所、 児童館、 保健センタ一等で 中・高校生 力浮し 幼児と出会いふれあ ぅ 機会を手引 共 するた 

めの 受 入を推進する。 

口 生命の大切さや 家庭の役割等に 関す " 輔暁 
全国の中・高等学校において、 生命の大切さや 家庭の役割、 保育体験を含む 子育て理解等に 

関する教育を 推進する。 

目安心して子どもを 生み育てることがで 全 、 

@aeicol  ¥nw@.w@ff 
参加して共に 考える機会成田共 

子育てや子育て 支援に関する 各種のフォーラム、 ワークショップの 開催や子ども 参加型のイ 

ベントを実施し、 子どもと大人が 交流し会 える 機会のま 引 共などに ょ り、 子どもを生み、 育てる 

ことを社会全体で 応援する意識の 醸成を図る取組を 推進する 0 

目指すべき社会の 姿 

4. 子育ての新たな 支え 含い と連帯 

(1) き蜥円 かい地域子育て 支援の展開       

0 働いている、 いないにかかねら す、 親と子の育ちを 地域，で支え、 家庭の 

中だけでの孤独な 子育てをなくしていく。 
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( 米 ) 次世代育成支援対策推進法に 基づく市町村行動計画に 掲 l ブ られた目標の 実現を 

「年度の目標値は、 目指す ( 平成 2       各市町村において mf 寸 中の目標値の 集計結果 

を踏まえて設定 ) 。 

の 気軽に利用できる 子育て支援の 拠点の整備 

にミ 因錨毎ナ億 ) ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

ロ 地域における 千弓 の 整備 ( 濁 2, 954 か所づ 6, 000 が 所 

( 全国の中学校区の 約 6 割で実施 ) 

・つどいの 、 佳 ( 米 ) 「 7 「 か所づ Ⅱ， 600% 屯所 

子育て申の親子力升目 談 、 交流、 情報交換できる 場を身近な場所に 整備する。 

  地域子育て支援センター 榊進 ( 刈 

2, 783 が 所づ 4. 400 か所 

保育所等において、 専業主婦等が 治 児 不安について 専門家に相談したり、 地域の育児サー 
クル活動を行 う ことのできる 地域子育て支援センタ 一事業を推進する。 

口 一時・特定保育の 推進 ( ゑ ) 5, 935 ヵ屯所 づ 9, 500% 屯所 

( 全国の中学校 E の約 9 割で実施 ) 

専業主婦を含め、 保護者の育児疲れや 急病や冠婚葬祭など 一時的な場合から、 パート就労な 

ど予め日時を 特定する場合まで、 必要な時に子どもを 預けられる場の 拡充を図る。 

コ 商店街の空き 店舗を活用した 子育て支援事業の 推進 

商店街の空き 店舗を活用した 子どもの一日 騎 負かりや親子交流、 育児相談などの 事業実施を促 

進 する。   
・ショートステイ 事業の推進 ( 幻 56Q か斬 っ 870 か所 

( 全国の児童養護施設、 母子生活支援施設、 乳児院の約 9 割で実施 ) 

・トワイライトステイ 事業の推進 ( 籾 31 0 か斬 っ 560 か所 

( 全国の児童養護施設、 母子生活文才勤続生、 乳児院の約 6 割で実施 ) 

保護者の疾病や 育児疲れ、 ，恒常的な残業などの 場合における 児童養護施設等での 児童の一時 

的な預かりを 推進する。 

②就学双の教育・ 保育の充実 

( 具体自助 犠 筒 口 幼稚園における 地域の幼児教育センターとして 峨 曄 
保護者と地域のニーズに 十分応えられるよう、 預かり保育や 子育て支援事業を 推進する。 
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幼稚園児の保護者の 所 ヰ 引お兄に応じて、 教育に係る経済的負担の 軽減を図るため、 幼稚園就 

園奨励事業を 推進する。 

口幼梅と 保育所のミ % 亀有 眈 手前教育・保育とⅡ 制 朝集 

幼稚園と保育所のそれぞれの 特性を活かしつつ、 地域や保護者の 多様なニーズに 応えるとと 

もに、 幼児期の教育と 小学校以降の 教育との円滑な 移行や接続を 図るため、 幼稚園・保育所・ 

Ⅱ、 学校間の連携を 進める。 

口紬 : 含 施設㏄ ) 帝 Ⅱ 度化 

就学双の教育・ 保育を一体として 捉えた一貫した 総合施設について、 平成 1 7 年度に ; 彩テ事 

業を先行実施し、 平成 1 8 年度からの本格実施を 目指す。 

口 幼稚園 及て Ⅲ果音所における 自己評価や第三者評価の 推進 
幼稚園及び保育所の 教育・保育の 内容の充実を 図りっ っ 、 利用者の選択にも 資する よう 、 ， 情 

報公開を促進するとともに、 自己点検評価や 第三者評価を 推進する。 

③地域住民による 主体的な子育て 支援の促進 

( 具体自助 犠篤 ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

ロファミリー・サポート・センタ 一の 3Q8 か所 づ 71  O@Rff 
推進 ( 釆 ) ( 全国の市区町村の 約 4 分の 1 で実施 ) 

乳幼児や小学生等の 児童を有する 子育て中の労働者や 主婦等を会員として、 送迎や放 ; 髪受の 

預かり等の相互援助活動を 行 う ファミリー・サポート・センタ 一の設置促進を 行 う 。 

ロシルパ一人材センタ 一による高齢者活用子育て 支美事業の推進 
高齢者の就労機会・ 社会参加の場をま 別異するシルバ 一人材センタ 一において、 乳幼児の世話 

や保育施設への 送迎などの育児支援、 就学児童に対する 放課後・土日における 学習・生活指導 

等の支援を行う。 

口 t 世或 住民による子どもの 基本的生活習慣の 形成の促進 

放 ;% ゑ J 巳童 クラブやファミリー・サポート ，センター、 、 ン ルバ一人材センタ 一の仕組みを 活 

用し 、 子育てを終えた 主婦や高年齢退職者等が 子どもを預かり、 基本的な生活習慣を 身につけ 

ることなどを 支援する 恥組 ( 「生活 塾 」 ) を促進する。 

遊子育て NPO や子育てサークルの 育成 

地域に根ざして 子育て支援活動を 行っている NPO ゃ子育てと主体的に 向き合いながら サ 

一 クレ活動を実践している 親などに、 各種子育て支援に 関する， l 着手 闘尉 共や活動場所の 確保等の 

支援を行 う 。 
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(-7 後 5 年間の目標 ) 

山老若男女の 士 世威 住民の主 榊 9 な子育て支 全 
援舌軌て圃 荒目 踵 
地域の高齢者や 子育て中の男性、 申・高校生などを 含め、 老若男女の * 也ょ劃 王民が子育て 支援 

活動に主体的に 関われるようにし、 多世代の交流を 促進するため、 保育所、 児童館、 自治会等 

で 地域に開かれた 各種子育てに 関わる行事等を 開催するなどの 恥 組を促進する。 

目指すべき社会の 姿 

今 すべての子育て 家庭が歩いていける 場所に気兼ねなく 親子で集まって 、 
相談や交流 田 てきるようになる ( 子育て支援拠点がすべての 中学校区に 

「 か 所以上あ る ) 

今 孤独な子育てをなくす ( 誰にも子育てについて 相談できない 人の割合や 

誰にも預けられない 人の割合力減る ) 

(2) 子育て家庭が 必要なときに 利用できる保育ラ ー ピス等の充実 

0  「待機児童ゼロ 作戦」、 多様な保育 サーヒ スのより一層の 充実など、 子 

育て家庭がどこでも 必要なときに 利用できる保育ワービス 等を充実す 

る。 

( 次世代育成支援対策手目③去に Ⅹ ) 基づく市町村行動計画に 掲げられた目標の 実現を 平成 目指す ( 2] 年度の目標値は、 各市町村において 検討中の目標値の 集計結果 

を踏まえて設定 ) 。 

の 待機児童ゼロ 作戦のさらなる 展開 

( 具体自切 毎策 ) ( 平成 ] Q 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

口 保育所の受入れ 児童数 瑚 広大 ( 幻 203 万人 づ 21 5 万人 
待木鋤 已童 50 人以上の市町村を 中心に、 平成 1 9 年度までの 3 年間で集中的に 受入れ児童数 

の 拡大を図る。 

② 百娃果後 児童文疎の充実 

( 具体的施策 ) ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

目方 娃 髪剃 卍童 クラフの推進 ( 濁 1 5, 「 33 か所づ 1 7, 500 か所 

( 全国の小学校区の 約 4 分の 3 で実施 ) 

保護者が労働等に 20 昼間家庭にいない 放 ?az ゑ 児童のための 対策を推進する。 
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③多様な保育ニーズへの 対応 

( 具体的施策 ) ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

口 延長保育の推進 鮨 ) 1 2, 783 か所づ 1 6. 200 か所 

( 全国の保育所の 約 7 割で実施 ) 

基本の開 所 時間であ る 1 1 時間を超えて 行われる保育を 推進する。 

口 休日保育の推進 ( 釆 ) 666 が 所づ 2, 2.00 が 所 

( 全国の保育所の 約 1 割で実施 ) 

休日や祝日に 働く保護者が 安心して子どもを 預けられる場を 確保する。 

日 夜間 呆 育の推進 ( 濁 6Q か 折 づ 』 砺 
( 人口 3 0 万人以上の市の 約 5 割で実施 ) 

病院等夜間の 勤務 力泌 、 要な保護者が 安心して子どもを 預けられる場を 確保する。 

。 '" 。 " "" 健 援 "" 預か 。 "" 保 "' 5(m 了か所 づ 「， 500 か所 

O@GK) ( 全国の市町村の 約 4 割で実施 ) 

病気回復期にあ る乳幼児の保育を、 保育士等の派遣等を 進め、 充実する。 

目指すべき社会の 姿 

今 全国どこでも 保育 サーヒ ス ガ 利用できるようになる ( 保育所待機児童 

が 50 人以上いる市町村をなくす ) 

今 就業形態に対応した 保育ニーズが 満たされるよさになる ( 保育ニーズ 

が碕 たされていると 考える保護者の 割合が増える ) 

。 "' 家庭 "" 支援 " 充実 

0 基本的な生活習慣や 社会的マ フニ 自制心や自立心などを 育成する上で 

重要な役割を 果たす家庭教育を 支援する。 

( 具体自切 犠 ⑤ (-7 後 5 年間の目十票 )   全           に関す姦     開設 

温如珪進 されるようになること 

子育て中の親等に 対し、 家庭教育に関する 学習教材のま 鰍共 、 相談の受付け、 講座の開設等、 

地域の実情に 応じた様々な 手段を通じて、 家庭教育に関する 学習や情報入手の 機会が充実され 

るよう毛畏境 整備を推進する。 
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口 l T を活用した家庭教育支援手法の 全国に普及 

普及 

子育て中の孤立しがちな 親等が、 気軽に学習や 相談をしたり、 ， l 青まほを入手することができる 

ょ，   携帯電話に よ る子育て相談 や ，清華燭 尉 共など、 TT を活用した家庭教育支援の 手法を普及 

する。 

 
 

 
 

                        ウ家庭教育に 関する親の不安や 負担感 ぬ曄杢 減される ( しっ け ゆ子育てに 

                自信がないという 親の割合が減る ) 
  

(4) 特に支援を必要とする 子どもとその 家庭に対する 支援の推進 

0 児童虐待の防止 ゆ その適切な対 凧 障害児やひとり 新家庭なとの 多様な 

ニーズへの対応を 図り、 すべての子どもと 子育てを大切にしていく。   
( 具ィな ; 的施サ司 ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

口 虐待防止 ネ、 ソ トワークの設置 ], 243 市町村づ 釦 "" 
関係機関等に ょ 6 発生予防、 支援のための 連携体制を整備する。 

(-7@ 後 5 年間の目十票 ) 

口 乳児健診趨参児など 生後 4 か 月まで 全     実施 

に全学し早の 状況の手臼屋 

乳児健康診査について、 休日健診の推進等により、 受診率のさらなる 向上を図るとともに、 

生後 4 か 月に達するまでに 新生児訪問や 乳児健診のいずれにも 接触のなかった 全乳児の状況 

を把握するため、 訪問調査を実施するなどの 対策を全市町村で 実施する。 

回青 し 『ⅠⅡ ; [ 。 一 
訪問に よ る養育困難家庭を 支援する取組を 推進するため、 全市町村での 実施を目指す。 

口 児童相言 好 万町菊間対応等の 体制整備 @KiJBHI-                     
夜間休日における 連絡や相談対応の 確保、 中核市規模の 人口を有する 市での設置の 促進、 分 

室・支所の活用による 市町村立 ま難本 制の確保等を 図る。 

口 虐待対応のための 協力医療機関㏄ 流流 実           @  @@Br ㎡ C@fifi 

児童虐待に対する 医療的ケアの 重要性にかんがみ、 地域の医療機関との 協力、 連携体制の充 

実を図る。 
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口 個別対応できる 一 B 寺持指 折の環境改善           @  ?@@Brf  C@fiS 

虐待を受けた 子どもと非行児童との 混合処遇の状況を 改善することや 非行児童に 個 mU 方寸心 

できる居室等の 改善を行 う 。 

( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

n@@a@swczy@ ， ow@ 5 「 か所 づ 』㍻ 
( 都道府県に 2 か 所、 指定都市に 1 か 所程度設置 ) 

地域に密着した 虐待、 ヲ ㎡子などの十目 談 ・支援を行うセンターを 整備する。 

。 """" 聴 '""'"' 囲 ' 
軽度の， 晴緒 障害を有する 子どもの治療体制を 整備するため、 情緒障害児短期治療施設の 全都 

道府県での設置を 目指す。 

口 施設の小規模化の 推進 ZQQ が 所づ 8% 旦坦斬 

( 児童養護施設等において 1 施設あ たり ] か 所程度 

で 小規模ケアを 実施 ) 

虐待を受けた 児童等に対して、 家庭 自 りな環境の中で 養護を実施する 小規模グループケア や地 

域 小規模児童養護施設の 整備を着実に 進める。 

(= 桁受 5 年間の目十票 ) 

D@7@t   : 几 、 乎し             に 措置され 

@@@(Dwmm@oy@@ 
8 Ⅰ % Ⅱ 5 年度 づ 1 59 ち   

「 46 人 (15 年 @  -+  皿 
専門里親、 老師実里親の 活用のほか、 里親研修や里親養育相談の 実施、 里親の休息のために 一 

時 的に委託児童を 児童養護施設等に 預かるレスパイト   ケアの実施など、 里親に対する 支援を 

充実することで、 里親への委託児童数の 増加を図る。 

( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

口 自立援助ホームの 整備 2.6 か所 づ 鍾鋤 
( 都道府県・指定都市に 1 か 所程度で実施 ) 

義務教育終了後、 児童養護施設等を 退 所 した児童等の 社会的な自立を 促す援助を行 う 自立援 

助ホームの整備を 着実に進める。 

口 虐待対策に関する 最新の知見 暖積及て尭局査 ・研究 

妊娠 時 よりの発生十 は屋寸 策から、 親への ヵゥ ンセリングなどの 支援に至るまでの 知見の集積、 

実践可能なプロバラム 及び専門職の 資質の向上のための 人材育成プロバラム 等の開発を集中 

白りに実施する。 
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コ学 樽 における児童虐待防止に 向けた取組に 関する 言磨 研究 
児童虐待防止に 向けた 喪組 に関する調査研究、 分析を行い、 各学校及び都道府県市町村教 

有委員会において 調査研究の成果を 活用する。 

" 。 """""" 。 親 家庭への支援の 推進 

( 具体 白搬策 ) (-7 後 5 年間の目 十棄 

口 総合的な自立に 向けた支援の 中世 隻 

母子家庭等ひとり 新家庭は、 子育てと生計の 担い手という 二重の役割を 担 う 必要があ り、 子 

育て・生活支援策、 就業支援策、 養育費の確保 策 、 経済的支援策等の 総合的な母子家庭等対策 

を 推進し、 母子家庭等の 自立の促進を 図る。 

""" 。 """"""""" 
疾病等の理由により 一時的に家事援助等分泌、 要になった場合、 家庭生活支援員の 派遣 や、 

生活支援講習会及び 電話相談の実施など 母子家庭等の 地域での生活を 総合的に支援する。 

  尉 """ "' 。           ・自立支援センターを 全 

都道府県・指定都市・ 中核市に設置 

自立支     ま 訓練給     金     を全都道 

府目 ・ 

  

高等技能訓練促進貢事業による 資格取 

全員の就業を 目指す 

  
Ⅱ 8 人Ⅱ 5 年 づ 1,  300 人 

自立支援教育訓練給付金事業、 高等技能訓練促進 費 事業、 公共職業訓練等により 職業能力 

開発への腕組を 支援するとともに、 八口一ワークにおける 個別総合的な 就職支援、 母子家庭 

等 就業・自立支援センタ 一における就業相談、 就業支援講習会等の 実施、 民間事業者に 対す 

る 就業促進についての 協力要請、 母子福祉団体等の 受注機会の増大への 配慮など、 総合的に 

母子家庭の母の 就業・雇用の 促進を図る。 

③障害児等への 支援の推進 

( 具体的施策 ) 

ロ 地域における 障害のあ る児童とその 家族への支援 
障害のあ る児童が、 できるだけ身近な 環境で適切な 療育を受けられる 体制を整備する。 

( 平成 1 9 年度までに達成する 目 十票 幻 

Ⅹ本目標は、 重点施策実施 5 か 年計画 ( 新障害者プラン ) に基づくもの 

・訪問介護 ( ホームヘルプ サー ピス ) 榊進 ホームヘルパーを mgG 万人確保 ㈲ 者 ・難病分を含む ) 

日常生活を営むのに 支障のあ る障害児の い る家庭にホームヘルパーを 派遣する。 

              CM@-y-hfX)               約 7 1. 000 人分整備 

一 Ⅰ 8 一 



障害児が、 肢体不自由児施設や 知的障害児施設等への 通園によって 日常生活における 基本 

的な動作の指導や 集団生活への 適応訓練等が 受けられるようにする。 

  重症心身障害児 ( 者 ) 、 准 約 280 が 所整席 

在宅の重症心身障害児 ( 者 ) が、 通園によって 日常生活動作、 機能訓練等必要な 療育を受 

け、 運動機能等の 発達 力海 されるようにするとともに、 併せて保護者等の 家庭における 療育 

技術の習得を 図る。 

  畦 " (s) @RIIAM (@3"t@"To   " め "" " 叫 """ 
" 諸 " 鰯拒甜 ' 

保護者の疾病等に 20 家庭における 介護が一時的に 困難となった 障害児が施設等に 短期 

間 の入所をする。 

口 障害児の活動する 場の確保等の 推進 

障害のあ る中・高校生等が 養護学校等下校時に 活動する場を 確保するとともに、 障害児を キ寺っ 

親の就労支援とレスパイト ( 障害児を日常的にケアしている 家族の一時的な 味 ， 田 支援を行 う 。 

口 発達障害に対する 一貫した支援 

発達障害児 ( 者 ) の乳幼児期から 成人 期 までの各ライフステージに 対応する、 保健・医療   

ネ昌祉 ・教育・就労等を 通じた一貫した 支援体制の整備を 図る。 

( 平成 1 6 年度 ) 

・自閉症・ 発轡 草書支援センタ 一の整備 

2 Ⅰ都道府県・ 指定都市づ 亘二 一都市 
( 平成 1 9 年度までに達成 ) 

自閉症等の発達障害を 有する障害児 ( 者 ) に対する相談支援・ 療育支援・就労支援等を 総 

全的に行 う 地域の拠点として、 自閉症・発達障害支援センターを 整備する。 

。 。 ㍾ 生把識咄 
小児， @ 性疾患のうち、 小児がんなどの 特定の疾患の 医療費 は ついて、 自己負担分の 一部を補 

助するとともに、 車いす等の日常生活用具の 給付を行うなどの 福祉サービスの 推進を図る。 

 
 ㌃
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(5) いつでも安心して 小児医療、 母子保健医療が 受けられる体制の 整備 

0 とこでも、 子どもの病気や 出産の緊急時に 適切に対応できる 体制を整備 

し 、 妊娠、 出産、 育児の安心・ 安全を確保するとともに、 子とちの健や 

かな育ちを支援する。 

①子どもの病気に 対し適切に対応できる 体制整備 

( 具体的施策 ) ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

a/J¥1.@@@@@TolJ@S@   404 地区 

子どもの病気の 緊急時に、 夜間、 休日でも適切な 小児救急医療をま 引典 するため、 小児 肋急 医 
療 圏 (404 地区 ) をかぐ 一 する体制を全国に 整備するとともに、 保護者向けの 夜間電話相談 
体制などの整備を 進める。 

(-7 後 5 年間の目標 ) 

日出㍾医師等の 確保・育成 小児科医師藪力適正に 配置された医療 施 一 
かかりつけ医を   っている子どもの 割 

白 8 「． 7%%( Ⅱと 2 旬 づ 7 00% 。   
子どもが地域において、 いっでも安心して 医療サービスを 受けられるよう、 小児科医療施設 

の役割分担と 連携を推進し、 小児科医師の 適正な配置を 図る。 また、 産科医師数の 減少㎡ 頃 同に 

歯止めをかける。 さらに、 子どもが入院中も「子どもらしく 生活」できる よ うに小児医療を 支 

える保育士の 十分な確保を 図る。 

D/J  ¥LSs@oJ@$Kh(7)M]@s'Piffi 

平成 1 5 年 3 月に閣議決定された「医療保険制度及び 診療報酬体系に 関する基本方針」に 沿 

って、 医療の特性、 患者の心身の 特性、 生活の質の重視等を 踏まえた適切な 評価について 引き 

続き検討を進める。 

②子どもの健やかな 成長の促進 

( 具ィ木白 う施策 ) (-7 後 5 年間の目標 ) 

口 予防接種の推進 予防接種 瑚妾種率 向上 

定期の予 は % 安種を円滑に 受けられるような 環境の確保に 努め、 伝染のおそれがあ る疾病の発 

生及びまん延の 予防を図る。 

。 飼 ㍾ 取組を推進している 市町村・保育所の 

き恰 1@ 00% 
家庭はもとより、 地域においては 食育 推進連絡会を 設置するなど ィ呆健 センター、 保育所、 学 

校 、 農林漁業者団体、 食品関連事業者団体等関係機関の 連携による取組の 推進を図る。 また、 
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すべての保育所において、 給食その他保育活動を 通して「 食育 」を推進する。 さらに、 児童生 

徒が望ましい 食習慣を身に 付け、 将来にわたって 健康な生活を 送ることができるよう、 小・中 

学校等で栄養教諭を 活用した指導体制の 整備や家庭と 連携した 喪 組の推進を図る。 

。 子 " 。 の生活習慣の 改善 胎児の害恰を 減り に 

Ⅰ 4 年度 「 0.6%D コ 

幼児健康診査等の 機会や学校における 定期健康診断等の 機会を通じて、 健康状態の把握や 個 

別 栄養指導等の 実施により、 肥満等健康 言果 長夏 を @ なする子どもに ヵオ する 生 7 き習 ， @ の己な善を図る。 

a@wsim@<@ff@@     ・育児の                   率   氏下 

Ⅰ 3 年度 父親 35.9%0 母親「 2.2% コ 

喫煙が及ぼす 健康影響についての 知識の普及を 図るなど、 1 0 代や妊婦などの 喫煙防止対策 

を 推進する。 

口 母乳育児の推進 母乳育児 り轄恰 を土 勒 Ⅱ傾向に 

U 「 2 年度 44,8% 拓コ 

妊産婦健康診査や 新生児訪問指導等において、 助産 師 等と連携を図りつつ、 母乳についての 

保健指導を実施すること 等により、 母乳育児を推進する。 また、 デパート等での 授乳室の設置 

を 進めるなど、 キ欝 ししやすい 王 諸費づくりを 促進する。 

田家庭内等における 子どもの事故防止 対策に取り組んでいる 市町村の割合 

@W(W& 100% 
手 捌児 が家庭の浴槽で 溺死する事故なども 多いことから、 家庭内における 子どもの事故防止 

のための 聴 組を推進する。 

③子どもの心と 身体の問題への 対応 

( 具体的施策 ) 

ad@=&CDCC5(DW5ai(7)?ff3S 
( 今後 5 年間の目標 ) 

子 どちのこころ   に関す   " を 

受けている小児科医             子と 

もの診に 関 ねる団   の割合 

7 00% 
児童思春期における 心の問題に対応できる 小児神経科、 児童精神科等の 医師、 保健 師 等の養 

成を図るとともに、 精神保健福祉センター、 児童相 ; 矩折等における 専門相談の充実を 図る。 

コ 学校における 心身の健康相談等の 充美 

児童生徒が学校生活を 心身ともに健康で 安全に送ることができる よう 、 養護教諭を活用しな 

がら、 地域保健と学校とが 連携しっ っ 、 児童生徒の心身の 健康相談や健康教育を 充実する。 
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日忌 訓呆健 対策等の推進 思春期保健対策に 取り組んでいる 地方 一 " """" 
1 0        医下 

「 i2 年度 「 2. 「 ( 人口千 対コ 

1 0      患   兵丁 

Ll2 年度性器クラミジア 感染 G 男子「 96,0 、 女子㏄ 8.0( 人口「 0 万 対コ 

思春期の人工妊娠中絶や HIV 感染症を含 ひ 性感染症、 薬物乱用問題に 対応するため、 学校 

や 保健所等において、 健康教育や電話相談等を 行 う ことに 20 、 ，在や HTV 感染症を含む ，性感 

染症に関する 正しい知識の 普及及び薬物乱用対策の 推進を図る。 

④妊娠・出産の 安全・安心の 確保 

( 具体 白ウ 施策 ) (= 後 5 年間の目標 ) 

口 「いいお白の 普及 妊娠，出産について 満足している 者の割合 
84.4% Ⅱ 2 年度 - ナ皿 

安全 刊 、 贈 直な出産環境により、 妊娠・出産に 満足し、 その後の子育てが 楽しいと感じられ 

るような「いいお 産」の普及を 図る。 

( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

日 周産期医療 ネ、 ソ トワークの整備 28 都道府県 づ @Ki@ 

( 平成 1 9 年度までに達成 ) 

母胎が危険な 妊産婦や低出生体重見に 適切な医療をま 匙典 するため、 一般の産科病院等と 高次 

の医療機関との 連携体制を確保する。 

日 周産期医療の 診療報酬上の 適 刀 な評価 

平成 1 5 年 3 月に閣議決定された「 医劇郷錦 Ⅱ度及び診療報酬体系に 関する基本方針」に 沿 

って、 医療の特注、 患者の心身の 特性、 生活の質の重視等を 踏まえた適切な 評価について 引き 

続き検討を進める。 

⑤不妊に悩む 者への支援 

( 具体的施策 ) ( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

口 不妊専門相談センタ 一の整備 51 都 固扇 黒面 づ 95 都道府県市 

( 全都道府県・ 指定都市・中核市で 設置 ) 

不妊に ， 悩む夫婦に関する 医学的・専門的な 相談や不妊による 心の悩み等について 相談できる 

体制整備を図る。 

口 特定本姥 居 "' 87 都道府県市づ 95  音、 目 

( 全都道府県・ 指定都市・中核市で 実施 ) 

不妊治療の経済口 り 負担の軽減を 図るため、 高額の医療費がかかる 酊 再考間の不妊治療に 要す 
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る 費用の - 倍はを 助成する。 

⑥成育医療の 推進 

( 具体的施策 ) 

。 "" 。 """ 。 。 """ 。 " ツ 。 。 " 。 """ 
成育医療を推進するため、 刀 、 児 ・母子保健医療機関の 全国自りなネットワークを 構築し、 国立 

成育医療センターを 拠点として、 臨床・研究・ 情報発信等において、 これら医療機関と 連携・ 

協力することによって、 地域において 質の高い成育医療を 受けられる体制を 整備する。 

目指すべき社会の 姿 
  

ク 周産期、 乳幼児期の安全が 確保される ( 周産期、 新生爪乳児・ 幼児 

死亡率の世界最高水準を 維持・向上する ) 
今 全国どこでも 子どもが病気の 際に適切に対応できるようになる ( すべ 

ての小児救急医療 圏 で小児救急医療体制が 整備されるなど、 小児医療 体 

利ガ 流 実している ) 

(6) 子育てに安臥安全な 住まいやまちづくり 

0 妊婦、 子どち及び子ども 連れの人力鞍心して 住み、 街に出ることができ 

るようする。 

①子育てに適した 住宅 @@W)$3I 

( 具体的施策 ) 

日子育てを支援するゆとりのあ る住宅取得等の 支援 

住宅金融公庫の 証券化支援事業などによる 持ち家の取得の 支援 や 、 良質なファミリ 一向け賃 

貸住宅の供給促進、 公共賃貸住宅における 多子世帯等の 優先入居を実施するとともに、 良好な 

住宅市街地の 整備に よ る職住近接の 実現、 住宅と保育所等の 一体的整備を 推進する。 

ロシックハウス 対策の推進 

子どもの健康への 影響を考慮し、 シックハウス 対策に係る調査研究等の 結果を踏まえ、 必要 

な対策を行う。 また、 シックハウス 症候群に関する 学校関係者の 理解の一層の 促進等、 学校 に 

おけるシックハウス 対策を推進する。 

②子育てパリアフリ 一などの推進 

( 具体的施策 ) (= 後 5 年間の目 ォ臆 
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口 建築物の /Y,l 」アフリー化の 促進 2 ㎝刀 ㎡以上の特別               ト 

、 ソク のうち、 ハートピル法に 基づく利用 円 

)f@h@S)1S@-@:&@)i!l@  @4i!J 
( 平成 1 9 年度までに達成 ) 

Ll5 年度 約 3 きド 

不特定多数の 者 力 刑期する公共性の 高 い 建築物について、 段差の解消等のバリアフリー 化を 

推進する。 

口松 共 交通機関の バ l 」アフリー化の 「日の平均利用者数が 日 000 人以上の旅 

櫛 " 客 施設 ( 鉄道駅・航空旅客ターミナル 等 ) 一 
原則として、 ユつ旦墜 

( 平成 2 2 年までに達成 ) 

Ll5 年度 M 「Ⅰ 拷コ 

公共 交   、       における車両   のバリアフ 

り - 化の割合 

鉄道車両・軌道車両 約 30%0 C15 年度 23,7% コ 

ノンステップバス 20 ～ 25%  ( 「 5 年度 9.3% コ 

柵                 L15 年度 4.4% コ 

rti@iJ'umt mrc.'Tas                 Ⅰ 5 年度 32 Ⅰ % コ 

( 平成 2 2 年までに達成 ) 

交通バリアフリ 一法に基づき、 公共交通機関における 旅客施設や車両等のバリアフリー 化を 

推進する。 

日 歩行空間の パ t 」アフリー化の 推進 「日の平均利用者数が 日 000 人上火上の旅 

輔室 の     辺   主 ね   、 信号   バリ 

アフリー化の 割合 

柵 練 " 。 " 鵠 " 。 "'   
( 平成 1 9 年度までに達成 ) 

交通バリアフリ 一法の特定経路を 構成する道路において、 バリアフリ一対応型信号機の 整備 

や歩道の段差、 勾配等の改善を 推進する。 

口 あ んしん歩行エリアの 整備 エリア内の死傷事故の 抑止割合 
約 2 割 ( 歩行者・自転車事故については 

約 3 き u) 
( 平成 1 9 年度までに達成 ) 

死傷事故発生割合の 高 い 地区約 1, 000 箇所を指定の 上、 面的かっ総合的な 事故抑止対策 

を 実施する。 
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D$@@@                 
歩道・自転車道等の 通行空間と自転車，駐車場の 整備を推進するとともに、 「交通安全総， 点下 剣 

などによる子どもの 視点に立った 歩道の補修などの 改善を推進する。 

DW@T)/  ¥'U  7@  U  -fb@@@ 
都市公園において、 妊婦、 子ども及び子ども 連れの人力 沌匹 、 やすいように、 段差の解消等を 

図るとともに、 安全確保に努め、 安心できる遊び 場の毛 帯境 整備を図る。 

白河 )l@ 間の バリアフリー 化の推進 

妊婦、 子ども及び子ども 連れの人が安心して 河川を訪れ、 憩 い 楽しめる 河 l@ 間を創出する 

ため、 河川空間のバリアフリー 化を推進する。 

口 海岸保全施設の バ @ 」アフリー化 (D 推進 
妊婦、 子ども及び子ども 連れの人が日常生活の 中で海辺に近づき、 身近に自然と 触れ合える 

26 にするため、 海岸保全施設のバリアフリー 化を推進する。 

日歩草分離武信 調 軍用 % お隻 分 

歩行者と車両が 交錯することに ょ り、 交通事故の発生が 懸念される交差点において、 歩行者 

と 車両の通行を 時間的に分離する 信号制御の運用を 推進する。 

口 建築物における 事故防止対策の 推進 
建築物等に係る 事由な @ 報の収集やま 匙 共により安全対策を 推進し、 子どもが、 安全にかつ安心 

して利用できる 環境を整備する。 

口曳 u 易 等において、 捌 幼児同伴に配慮しだ 区画された観覧室の 設置の促進 

劇場等において、 学は力 児 同伴の利用者等に 対応するため、 周囲に気がねなく 観覧できる区画 

された観覧室の 設置を促進する。 

田子育て 川 」 ノブ 」 一 ・の意識啓発等の 子育てバリアフリーマップの 取組を 

推進 " 耐 。 。 j 。 

市町村と地域住民が 協働して、 乳幼児とその 親 力汐ト 出する際の遊び 場、 ま受宰 L コーナー及び 一 

日 謂 負かりの実施場所等を 示したマップを 作成し、 子育て家庭に 配布する 喪 組や、 妊婦、 子ども 

及び子ども連れの 人が安心して 外出できるよう、 周囲に思いやりの 心を持った行動を 促すよう 

な 意識啓発の耳 賂 ℡を推進する。 

また、 交通バリアフリー 教室の開催 や バリアフリーボランティアの 普及に努め、 「心の バリ 

アフリ一社会」を 実現する。 さらに、 鉄道駅等の旅客施設や 宿泊施設のバリアフリⅡ ヒの 状況 

に関する，情報ま 目共を推進する。 

口 輸送分野における 子謹胎舌 動の推進 

タクシ一事業者と 子育て支援センタ 一等が連携し、 安全で安心して 利用できる幼児送迎 サ一 
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ビスを ま引典 するための個別輸送サービス (STS ( スペシャル・トランスポート   サービス )) 

について実証実験を 行い、 その普及を図る。 

口 育児にかかる 製品の安全性の 確保 
製品に関する 事故情報の収集・ 調査等に ょ り、 製品に よ る事故の未然・ 再発防止及び 製品の 

安全性を図る。 

③ 子 どちの安全の 確保 

( 具体的施策 ) 

田子どもを犯罪等の 被害から守るための 取組の推進 

学校、 家庭や PTA 等の団体、 地域住民、 関係各機関等が 連携し、 地域の防犯ボランティア 

や母親クラブ 等による自主的なパトロール 活動、 「子ども 1 1 0 番の家」の活動、 学校等にお 

ける防犯教室の 開催、 危機管理マニュアルを 踏まえた学校における 安全管理に関する 取組等に 

文士する支援を 行 う 。 

口 「安全・安 @ まち づ くり」 o@m 
道路、 公園等の公共施設や 住居の構造、 設備、 配置等について、 犯罪防止に配 f した環境 

設計を行うことにより、 犯罪被害に遭いにくい 安全で安心なまちづくりを 一層推進する。   
                      目指すべき社会の 姿 

                    今 妊婦、 子どち及 び 子ども連れの 人に対して配慮が 行き届き安心して 外 
                        出できるようになる ( 妊婦、 子どち及 び 子ども連れの 人が安心して 外 

                      出できると感じる 割合が増える ) 

( 刊 経済的負担の 軽減 

口 税制の在り方について 検討 

個人所得 ; 霜 見において、 人的控除の基本構造の 見直しに際し、 児童などに対して 扶養控除を 

集中することを 含め幅広く検討する。 
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Ⅲ 検討課題 

社会保障給付について、 大きな比重を 占める高齢者関係給付を 見直し、 これを 

支える若い世代及び 将来世代の負 キ旦 曽を抑えるとともに、 社会保障の枠にとられ 

れることなく 次世代育成支援の 推進を図る。 

併せて、 我が国の人口内転換期を 迎えるこれからの 5 年間が重要な 時期であ る 

との認識のもと、 社会全体で次世代の 育成を効果的に 支援していくため、 地域 ゆ 

家族の多様な 子育て支援、 働き方に関わる 施策、 児童手当等の 経済的支援など 多 

岐にねたる次世代育成支援施策について、 総合的かつ効率的な 視点に立って 、 そ 

の 在り方等を幅広く 市 鏑寸 する。 
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